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第一部【証券情報】
 

第１【募集要項】
 

　以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登

録追補書類」に記載します。

 

１【新規発行新株予約権証券】

（１）【募集の条件】

発行数 未定（注）１

発行価額の総額 ０円

発行価格 ０円

申込手数料 未定

申込単位 未定

申込期間 未定

申込証拠金 未定

申込取扱場所 未定

割当日 未定

払込期日
該当事項はありません。
無償にて発行するため払込期日はありません。
新株予約権発行の日は未定です。

払込取扱場所 該当事項はありません。

　（注）１　新株予約権の発行総数は、50億個を上限として、当社取締役会が定める数とします。当社取締役会は、発行総数がこの

上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の発行を行うことがあります。

２　当社は、当社取締役会が新株予約権の発行を決定する際に定め公告する基準日における最終の株主名簿に記録され

た株主に対し、その所有株式（但し当社の有する当社普通株式を除きます。）１株につき１個の割合で新株予約権

を割り当てるものとします。
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（２）【新株予約権の内容等】

新株予約権の目的となる

株式の種類

パナソニック株式会社　普通株式

単元株式数は100株です。

完全議決権付株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

新株予約権の目的となる

株式の数

未定

各新株予約権の目的たる株式の数は１株とします。

新株予約権の行使時の払

込金額

未定（注）１

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価額の総額

未定

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

未定

新株予約権の行使期間 未定（注）２

新株予約権の行使請求の

受付場所、取次場所及び

払込取扱場所

未定

新株予約権の行使の条件 未定（注）２

自己新株予約権の取得の

事由及び取得の条件

未定（注）２

新株予約権の譲渡に関す

る事項

新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとします。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

未定

　（注）１　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上で当社の取締役会が定める額とします。

２　当社取締役会で定めるところによります。また、後記「第３　その他の記載事項」記載の大規模買付ルールが順守さ

れなかった場合等の対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項及び取得条件を設けることが

あります。

 

（３）【新株予約権証券の引受け】

　該当事項はありません。

 

２【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

　新株予約権は無償で発行されるものであり、新株予約権の発行自体による手取金は発生しません。新株予約権の行使

による払込みは、新株予約権者の判断によるため、新株予約権の行使による払込みの手取金の額は未定であります。

 

（２）【手取金の使途】

未定
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第２【売出要項】
 

　該当事項はありません。

 

第３【その他の記載事項】
 

当社株式の大規模な買付行為に関する対応方針（ＥＳＶプラン（注１））について

　当社は、平成17年４月28日に開催された取締役会において、特定株主グループ（注２）の議決権割合（注３）を20％以上とす

ることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20％以上となる当社株式の買付行

為（いずれについてもあらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」、

大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）に関する対応方針（ＥＳＶプラン）を決定し、公表しました。その

後、毎年、取締役会においてその基本的な考え方を維持し、ＥＳＶプランを引き続き採用しております。今般、平成25年５月10日

開催の取締役会において、ＥＳＶプランをさらに継続することを決定しました。ＥＳＶプランの概要は以下のとおりです。

 

１．基本的な考え方

　当社取締役会は、大規模買付行為を受け入れるかどうかは、最終的には、当社株主の皆様の判断に委ねられるべきものであ

り、当社株主の皆様が適切な判断を行うためには、大規模買付行為が行われようとする場合に、当社取締役会を通じ、当社株

主の皆様に十分な情報が提供される必要があると考えます。従いまして、当社取締役会としては、株主の皆様の判断のため

に、大規模買付行為に関する情報が大規模買付者から提供された後、これを評価・検討し、取締役会としての意見を取りまと

めて開示します。また、必要に応じて、大規模買付者との交渉や株主の皆様への代替案の提示を行うこともあります。

　当社は、連結売上高７兆3,030億円、連結従業員数293,742人、連結子会社537社を擁する企業グループであり（平成25年３月

期の実績）、事業規模の大きさに加え、事業領域も多岐にわたります。従いまして、大規模買付者及び当社取締役会の双方か

ら適切な情報が提供されることは、株主の皆様が、当社の経営に影響力を持ち得る大規模買付行為における対価の妥当性等

の諸条件を判断するうえで役立つものと考えます。また、大規模買付行為が行われようとする場合には、これまで当社株式を

保有してこられた多くの株主の皆様にとっては、このような大規模買付行為が当社グループの経営に与える影響、大規模買

付者が考える当社グループの経営方針や事業計画の内容、そして、お客様、従業員等の当社グループを取り巻く多くの関係者

に対する影響等も、大規模買付行為を受け入れるかどうかを決定するにあたっての重要な判断材料であると考えます。

　当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、以下のとおり、当社株式の大規模買付行為に関するルール（以下、「大

規模買付ルール」といいます。）を設定し、大規模買付者に対して大規模買付ルールの順守を求めます。大規模買付者が大規

模買付ルールを順守しない場合には、当社取締役会として一定の措置を講じる方針です。

 

２．大規模買付ルールの設定

　当社取締役会としては、大規模買付行為は、以下に定める大規模買付ルールに従って行われることが、当社株主全体の利益

に合致すると考えます。この大規模買付ルールとは、①事前に大規模買付者から当社取締役会に対して十分な情報が提供さ

れ、②当社取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。

　具体的には、まず、大規模買付者には、当社取締役会に対して、当社株主の皆様の判断及び取締役会としての意見形成のため

に十分な情報（以下、「大規模買付情報」といいます。）を提供していただきます。その項目の一部は以下のとおりです。

①　大規模買付者及びそのグループの概要

②　大規模買付行為の目的及び内容

③　買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け

④　大規模買付行為完了後に意図する当社経営方針及び事業計画

　大規模買付情報の具体的内容は、大規模買付行為の内容によって異なることもあり得るため、大規模買付者が大規模買付行

為を行おうとする場合には、まず当社宛に、大規模買付ルールに従う旨の意向表明書をご提出いただくこととします。意向表

明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を明示して

いただきます。当社は、この意向表明書の受領後５営業日以内に、大規模買付者から当初提供していただくべき大規模買付情

報のリストを大規模買付者に交付します。なお、当初提供していただいた情報だけでは大規模買付情報として不足している

と考えられる場合、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家の意見も参考にし、社外取締役や監査役の意見も十分尊重し

たうえで、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に情報提供をしていただくことがあります。大規模買付行為の提案が

あった事実及び当社取締役会に提供された大規模買付情報は、当社株主の皆様の判断のために必要であると認められる場合

には、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示します。

　次に、当社取締役会は、大規模買付行為の評価等の難易度に応じ、大規模買付情報の提供が完了した後、60日間（対価を現金

（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）又は90日間（その他の大規模買付行為の場合）を取締
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役会による評価、検討、交渉、意見形成、代替案立案のための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として与えら

れるべきものと考えます。従いまして、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ開始されるものとします。取締

役会評価期間中、当社取締役会は外部専門家の助言を受けながら、提供された大規模買付情報を十分に評価・検討し、取締役

会としての意見を開示します。

　また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善について交渉し、当社取締役会として株主の皆

様へ代替案を提示することもあります。

 

３．大規模買付ルールが順守されなかった場合の対抗措置

　ＥＳＶプランには、大規模買付ルールを順守しない場合の対抗措置が含まれます。ＥＳＶプランにおいては、原則として、大

規模買付ルールを順守しないことが対抗措置発動の要件となります。

　大規模買付者によって大規模買付ルールが順守されない場合には、当社取締役会は、当社株主全体の利益の保護を目的とし

て、株式の分割、新株予約権の発行（新株予約権無償割当てを含みます。以下、同じ。）等、会社法その他の法律及び当社定款

が取締役会の権限として認める措置をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。対抗措置の発動は、弁護士、財務ア

ドバイザーなどの外部専門家の意見も参考にし、社外取締役や監査役の意見も十分尊重したうえで、当社取締役会が決定し

ます。具体的な対抗措置については、その時点で相当と認められるものを選択することとなります。当社取締役会が具体的対

抗措置として一定の基準日現在の株主に対し株式の分割を行う場合の分割比率は、株式の分割１回につき当社株式１株を最

大５株にする範囲で決定することとします。また、具体的対抗措置として株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概

要は下記「株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概要」記載のとおりとします。なお、新株予約権を発行する場合

には、大規模買付者を含む特定株主グループに属する者に行使を認めないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措

置としての効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。

　大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為について、当社株主全体の利益を保護する

という観点から、株主の皆様に、このような買付行為を受け入れるかどうかの判断のために必要な情報や、現に経営を担って

いる当社取締役会の評価意見を提供し、さらには、代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とするものです。大規模

買付ルールが順守されている場合、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかでない限り、当社取

締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止しようとするものではありません。なお、例外的に、大規模買付者が大規模買付

ルールを順守した場合であっても、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすことが明らかであると当社取締役

会が判断した結果、大規模買付行為を抑止するための対抗措置をとることを決定した場合には、適時適切な開示を行います。

当社取締役会のこのような判断に際しては、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家の意見も参考にし、社外取締役や監

査役の意見も十分尊重するものとします。

　上記の対抗措置を発動するに際し、当社取締役会が当社株主全体の利益の観点から株主の皆様の意思を確認させていただ

くことが適切であると判断した場合には、株主総会を開催することといたします。当社取締役会が株主総会を開催すること

を決定した場合には、その時点で株主総会を開催する旨及び開催理由の開示を行います。

　大規模買付ルールの設定及びそのルールが順守されなかった場合の対抗措置は、当社株主全体の正当な利益を保護するた

めの相当かつ適切な対応であると考えます。他方、このような対抗措置により、結果的に、大規模買付ルールを順守しない大

規模買付者に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性があります。大規模買付ルールを無視して大規模買付行

為を開始することのないように予め注意を喚起いたします。
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４．当社株主の皆様・投資家の皆様に与える影響等

　対抗措置の発動によって、当社株主の皆様（大規模買付者を除きます。）が経済面や権利面で損失を被るような事態は想定

しておりませんが、当社取締役会が具体的対抗措置をとることを決定した場合には、法令及び金融商品取引所規則に従って、

適時適切な開示を行います。対抗措置の発動に伴って当社株主の皆様がとる必要のある手続きとして、募集新株予約権を発

行する方法による場合には、その取得のために、所定の期間内に申込みをしていただく必要があります。また、新株予約権を

行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要があります。また、取得条項

を付した新株予約権について、当社取締役会が新株予約権を取得することを決定した場合には、行使価額相当の金額を払い

込んでいただくことなく、当社による新株予約権の取得の対価として、株主の皆様に株式を交付することがあります。なお、

株式の分割及び新株予約権の発行に関しては、別途取締役会が決定し公告する基準日までに最終の株主名簿に記録される必

要があります。これらの手続きの詳細その他当社株主の皆様・投資家の皆様のために必要な手続きにつきましては、実際に

株式の分割及び新株予約権の発行等の対抗措置をとることとなった際に、法令及び金融商品取引所規則に基づき別途お知ら

せいたします。

　なお、社外監査役を含むいずれの監査役も、本対応方針の具体的運用が適正に行われることを条件として、今般の本対応方

針の採用継続に賛成する旨の意見を述べております。当社は、全取締役の任期を１年としており、取締役は、毎年６月の定時

株主総会で選任される体制にあります。また、当社の社外取締役及び社外監査役は、いずれも金融商品取引所への届出にかか

る独立役員であり、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者です。当社取締役会は、引き続き、法令改正の動向などを踏

まえ、当社株主全体の利益の観点から、本対応方針を随時見直してまいります。

注１：ＥＳＶとは、Enhancement of Shareholders Valueの略。

注２：特定株主グループとは、当社の株券等（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。）の保有者

（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなされる者を含みま

す。）又は買付け等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行

われるものを含みます。）を行う者とその共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をい

い、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。）及び特別関係者（金融商品取引法第27条の２第７

項に規定する特別関係者をいいます。）を意味します。

注３：議決権割合の計算において分母となる総議決権数は、当社のその時点での発行済全株式から、直近の自己株券買付状

況報告書に記載された数の保有自己株式を除いた株式の議決権数とします。
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株主割当てにより新株予約権を発行する場合の概要

 

１．新株予約権付与の対象となる株主及びその発行条件

　取締役会で定め公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有株式（但し、当社の有する当社

普通株式を除く。）１株につき１個の割合で新株予約権を割り当てる。なお、株主割当てにより募集新株予約権を発行する方

法による場合と、新株予約権無償割当ての方法による場合とがある。

 

２．新株予約権の目的である株式の種類及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式の数は１株とする。

 

３．発行する新株予約権の総数

　新株予約権の発行総数は、50億個を上限として、取締役会が定める数とする。取締役会は、発行する新株予約権の総数がこの

上限を超えない範囲で複数回にわたり新株予約権の発行を行うことがある。

 

４．募集新株予約権を発行する方法による場合の募集新株予約権の払込金額

　金銭の払込みを要しない。

 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は１円以上で取締役会が定める額とする。

 

６．新株予約権の譲渡制限

　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要することとする。

 

７．新株予約権の行使条件

　大規模買付者を含む特定株主グループに属する者（当社の株券等を取得又は保有することが当社株主全体の利益に反しな

いと当社取締役会が認めたものを除く。）等に行使を認めないこと等を新株予約権行使の条件として定めることがある。詳

細については、取締役会において別途定めるものとする。

 

８．新株予約権の行使期間等

　新株予約権の行使期間、取得条件その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものとする。なお、上記７．の行使

条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約権を当社が取得し、新株予約権１個につき１株を

交付することができる旨の条項を定めることがある。
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第二部【参照情報】
 

第１【参照書類】
 

　会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照するこ

と。

 

１【有価証券報告書及びその添付書類】

　事業年度　第105期（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）　平成24年６月28日関東財務局長に提出

 

２【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第106期第１四半期（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）　平成24年８月６日関東財務局長に提出

 

３【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第106期第２四半期（自　平成24年７月１日　至　平成24年９月30日）　平成24年11月13日関東財務局長に提出

 

４【四半期報告書又は半期報告書】

　事業年度　第106期第３四半期（自　平成24年10月１日　至　平成24年12月31日）　平成25年２月13日関東財務局長に提出

 

５【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成25年５月15日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき臨時報告書を平成24年６月29日に関東財務局長に

提出

 

６【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成25年５月15日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企

業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づき臨時報告書を平成24年11月２日に関東財

務局長に提出

 

７【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成25年５月15日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業

内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき臨時報告書を平成25年３月１日に関東財務局長に提出

 

８【臨時報告書】

　１の有価証券報告書提出後、本発行登録書提出日（平成25年５月15日）までに、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企

業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号の規定に基づき臨時報告書を平成25年５月13日に関東財務局長に提

出
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第２【参照書類の補完情報】
 

　参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事業等のリス

ク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録書提出日（平成25年５月15日）までの間において変更が生じ

ております。下記の「事業等のリスク」は当該変更を反映し、その全体を一括して記載したものであり、変更点に関しては下線

で示しています。

　また、参照書類としての有価証券報告書に記載された「第一部　企業情報　第２　事業の状況　３　対処すべき課題　(1）対処す

べき課題」について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録書提出日（平成25年５月15日）までの間において変更が

生じております。下記の「対処すべき課題」は当該変更を反映し、その全体を一括して記載したものです。

　それ以外の事項については、当該有価証券報告書等に記載した将来に関する事項は、同書中において別段の表示のない限り、

本発行登録書提出日（平成25年５月15日）現在において変更はありません。

 

［事業等のリスク］

　当社グループでは、グループ全体において年１回リスクアセスメントを実施し、リスクを一元的・網羅的に洗い出し、評価・

優先順位付けすることを通じて、コーポレート戦略本社、プロフェッショナル　ビジネス　サポート部門、カンパニー、事業部、グ

ループ関係会社等のそれぞれにおいて、リスクを特定し、リスクの重要性に応じて対策を立案・実行し、対策の進捗状況をモニ

タリングし継続的に改善する活動を展開しています。

　これらのリスクのうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を以下に記載しています。ただし、これらは当

社グループに関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載された事項以外の予見しがたいリスクも存在します。当社

グループの事業、業績および財政状態は、かかるリスク要因のいずれによっても著しい悪影響を受ける可能性があります。

　なお、文中の将来に関する事項は、本発行登録書提出日（平成25年５月15日）現在において判断したものです。

 

(1）経済環境に関するリスク

経済状況の変動

　当社グループの製品・サービスに対する需要は、それらの販売を行っている国または地域の経済状況の影響を受けるため、

世界の市場における景気後退、およびこれに伴う需要の減少により、当社グループの事業、業績および財政状態が悪影響を受

ける可能性があります。平成25年度につきましては、米国経済が概ね堅調に推移すると想定されるものの、グローバルな競争

激化に加え、欧州経済の低迷や一部新興国の伸び悩みが見込まれる等、経営環境は依然として不透明な状況が続くものと思

われます。このような状況に対処するため、当社グループの想定を上回る事業構造改革の実施が必要となった場合、それによ

る費用の増大等の可能性があります。また、世界景気が想定よりも悪化する場合などには、当社グループを取り巻く経営環境

が、現在の予想よりもさらに厳しくなる可能性もあり、その結果、当社グループの事業、業績および財政状態がさらなる悪影

響を受ける可能性があります。

 

為替相場の変動

　外貨建てで取引されている製品・サービスなどのコストおよび価格は為替相場の変動により影響を受けるため、それによ

り、当社グループの事業、業績および財政状態が悪影響を受ける可能性があります。加えて、海外の現地通貨建ての資産・負

債等は、連結財務諸表作成の際には円換算されるため、為替相場の変動による影響を受けます。一般的に、現地通貨に対する

円高は当社グループの業績に悪影響を及ぼし、円安は当社グループの業績に好影響を及ぼします。平成24年度は、各国の現地

通貨に対する過度な円高進行に歯止めがかかり、当社グループの業績への影響は限定的でしたが、今後、再び円高が進行した

場合、当社グループの事業、業績および財政状態は悪影響を受ける可能性があります。

 

金利の変動

　金利の変動により営業費用、支払利息、受取利息あるいは金融資産および負債の価値が影響を受けるため、それにより、当社

グループの事業、業績および財政状態が悪影響を受ける可能性があります。
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資金調達環境の変化

　当社グループは、事業資金を金融機関からの借入および社債・コマーシャルペーパーの発行等により調達しております。当

社グループは、金融市場が不安定となり、または悪化した場合、金融機関が貸出を圧縮した場合、あるいは格付機関による当

社の信用格付の更なる引下げ等の事態が生じた場合、必要な資金を必要な時期に適当と考える条件で調達できない等、資金

調達が制約されるとともに、資金調達コストが増加する可能性があり、それにより、当社グループの事業、業績および財政状

態が悪影響を受ける可能性があります。

 

株価の下落

　当社グループは、投資有価証券の一部として日本企業等の株式を保有していますが、株価の下落により保有株式の評価損の

計上が必要となる可能性があります。また、こうした株価下落が、有価証券未実現損益を悪化させることにより、当社株主資

本の減少を引き起こす可能性があります。

 

(2）当社グループの事業活動に関するリスク

競合他社との競争

　当社グループは、広範多岐にわたる製品・サービスの開発・生産・販売を行っており、国際的な大企業から小規模ながら急

成長中の専門企業まで、さまざまなタイプの企業と競合しています。当社グループは、戦略事業への投資を推進しています

が、特定の事業に対する投資を、競合他社と同程度に、またはタイムリーに、場合によっては全く実施できない可能性もあり

ます。また、競合他社がそれぞれの競合事業において当社グループよりも大きな財務力、技術力およびマーケティング資源を

有している可能性があります。

 

製品価格の下落

　当社グループは、国内外の市場において激しい競争にさらされており、当社グループにとって十分に利益を確保できる製品

価格を設定することが困難な場合があります。当社グループはコスト削減、高付加価値商品の開発に取り組んでいますが、こ

れらの企業努力を上回る価格下落圧力は、当社グループの利益の維持・確保に深刻な影響を与えるものであり、この影響は

特に製品の需要が低迷した場合に顕著となります。新興国市場・低価格品への需要シフトや、多機能なスマートフォンの普

及等の市場構造変化が進むなか、デジタル家電機器をはじめとする当社グループの事業分野で製品価格が下落する可能性が

あります。

 

国際的な事業活動における障害

　当社グループは、海外市場での事業拡大を戦略のひとつとしていますが、海外では為替リスクに加え、政情不安（戦争・内

乱・紛争・暴動・テロを含む）、経済動向の不確実性、宗教および文化の相違、現地における労使関係等のリスクに直面する

可能性があります。また、売掛金の回収や、取引相手との関係構築・拡大などの点で、海外での商慣習に関する障害に直面す

る可能性があります。さらに、投資規制、収益の本国送金に関する規制、現地産業の国有化、輸出入規制や外国為替規制の変

更、税制または税率の変更等といったさまざまな政治的、法的あるいはその他の障害に遭う可能性があります。輸出製品につ

いては、関税その他の障壁、あるいは輸送費用により、当社グループの製品の競争力が弱まる可能性があります。また海外事

業の拡大においては、投資利益の実現までに長い期間と多額の資金を要することがあり、投資による費用の増加が収益の増

加を上回る可能性があります。

 

技術革新における競争

　当社グループは、新製品やサービスをタイムリーに開発・提供できない可能性があります。当社グループの主要事業におい

ては、BtoC（一般消費者向け）分野およびBtoB（企業向け）分野のいずれにおいても技術革新が重要な競争要因になってお

り、当社グループが将来の市場ニーズに応えるための新技術を正しく予想し開発できない場合には、新しい市場での競争力

を失う可能性があります。
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規格・標準化競争

　当社グループは、次世代の家庭用および携帯用ネットワーク機器、データ蓄積媒体およびソフトウェア・システムといった

製品の規格・標準化に関する技術および製品の開発を強化するため、他社と業務提携等を行ってきました。しかし、提携先以

外の競合他社が提案した規格が業界標準となる場合があり、その結果、当社グループの事業、業績および財政状態が悪影響を

受ける可能性があります。

 

有能な人材確保における競争

　当社グループの将来の成功は、研究・開発・技術、マネジメント分野などでの優秀な人材の確保に大きく依存しています。

しかし、各分野での有能な人材は限られているため、人材確保における競争は高まっています。こうした状況下、在籍してい

る従業員の流出の防止や有能な人材の獲得ができない場合は、当社グループの事業、業績および財政状態が悪影響を受ける

可能性があります。

 

他社との提携・Ｍ＆Ａの成否

　当社グループは、他社との業務提携や合弁会社設立、他社への戦略投資を通じた事業展開などを行っており、他社とのパー

トナーシップ戦略の重要性は増加傾向にあります。新しい製品やサービスを提供するために、このようなパートナーシップ

は不可欠な場合がありますが、パートナーとのコラボレーションが円滑に進まない可能性や、当初期待したパートナーシッ

プによる効果が得られない可能性があります。また、当社グループは合弁相手先を支配することはできないため、事業展開の

過程で相手先が当社グループの利益に反する決定を行う可能性があります。加えて、これらの合弁相手先が事業戦略を変更

した場合などには、当社グループは提携関係を維持することが困難になる可能性があります。当社は、平成23年４月１日にパ

ナソニック電工㈱および三洋電機㈱をそれぞれ株式交換により完全子会社化し、平成24年１月１日および平成25年４月１日

には、事業体制を再編しましたが、意思決定の迅速化やグループ・シナジーの最大化といった期待した成果が十分に得られ

ない可能性があります。

 

原材料等の供給不足・供給価格の高騰

　当社グループの製造事業にとって、十分な品質の原材料、部品、機器、サービス等をタイムリーに必要なだけ入手することが

不可欠であり、当社グループは、信頼のおける供給業者を選定しています。しかし、自然災害や供給業者の倒産などにより、供

給が不足または中断した場合や業界内で需要が増加した場合には、供給業者の代替や追加、他の部品への変更が困難な場合

があります。それにより当社グループの事業が悪影響を受ける可能性があります。また、当社グループと供給業者は、契約に

よりその供給価格を決定していますが、需給環境の変化・投資資金の流入などにより鉄鋼・樹脂・非鉄金属などの原材料お

よび部品価格が高騰する可能性があります。原材料や部品により特定の業者しか供給できないものもあり、この場合には当

社グループの事業、業績および財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

 

顧客の資金状況・財政状態

　当社グループの顧客のなかには、代金後払の条件で当社グループより製品・サービスを購入している場合があります。当社

グループが多額の売掛債権を有する顧客の財政状態が悪化し、期限どおりの支払いを得られない場合、当社グループの事業、

業績および財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

 

(3）将来の見通し等の未達リスク

　当社グループは、平成25年度から平成27年度までの中期経営計画「Cross-Value Innovation 2015（略称CV2015）」（平成

25年３月28日発表）を設定し、その実現に向けた具体施策を推進しています。これらの計画は、当時において適切と考えられ

る情報や分析等に基づき策定されていますが、事業環境の悪化や、これに対応するための追加的な事業再編、固定資産の減損

および雇用構造改革を中心とした事業構造改革費用の発生などの要因により、期待される成果の実現に至らない可能性があ

ります。
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(4）法的規制・訴訟に関するリスク

製造物責任や補償請求による直接・間接費用の発生

　製品の欠陥による品質問題（不安全事故等）が発生した場合、欠陥に起因する損害（間接損害を含む）に対して、当社グ

ループは生産物賠償責任保険で十分補償しきれない賠償責任を負担する可能性や多大な対策費用を負担する可能性があり

ます。また、当該問題に関する報道により、当社グループのイメージ・評判の低下、顧客の流出等を惹起し、当社グループの事

業、業績および財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

知的財産権に関連した損害

　当社グループは、自らが出願する特許に対して権利が付与されない場合もあり、知的財産権による十分な保護が得られない

可能性があります。加えて、国によっては知的財産権の一部またはすべてが保護されない場合があります。また、第三者が保

有している知的財産権については、その技術を利用したい場合でも利用できないことや不利な条件で利用せざるをえないこ

ともあり得ます。現状、第三者からのライセンスを受けて第三者の特許その他の知的財産権を使用しているものがあります

が、将来使用できなくなったり、ライセンス条件が不利に変更されたりする可能性があります。加えて、当社グループが知的

財産権に関し訴訟等を提起されたり、当社グループが自らの知的財産権保全のために訴訟等を提起しなければならない可能

性があります。かかる訴訟等には、多額の費用と経営資源が費やされる可能性があり、また当社グループが第三者の知的財産

権を侵害しているとの申し立てが認められた場合には、当社グループが重要な技術を利用できない可能性や多額の損害賠償

責任を負う可能性があります。

 

会計制度・税制の変更等

　当社グループが予期しない会計基準や税制の新たな導入・変更により、当社グループの業績や財政状態が悪影響を受ける

可能性があります。また、税務申告における税務当局との見解の相違により、当社グループに予想以上の税負担が生じる可能

性があります。

 

環境に関する規制や問題の発生

　当社グループは、気候変動、大気汚染、水質汚濁、有害物質、廃棄物、製品リサイクル、および土壌・地下水汚染などに関する

さまざまな環境関連法令の適用を受けており、環境に関連する費用負担や賠償責任が発生する可能性があります。将来、環境

に関する規制がより厳しくなり、有害物質等を除去する義務がさらに追加された場合や、ＣＳＲの観点から当社が任意に環

境問題に取り組んだ場合には、法令違反による賠償やかかる取り組みへの支出により当社グループの事業、業績および財政

状態が悪影響を受ける可能性があります。

 

個人情報等の営業秘密の漏洩

　当社グループは、事業の過程で、顧客等のプライバシーや信用に関する情報（顧客の個人情報を含む）を入手することがあ

り、また、他社等の情報を受け取ることがありますが、これらの情報が誤ってまたは避けられない理由で外部に流出する可能

性があります。情報が外部に流出した場合には、それに起因して被害を受けた方に対して損害賠償責任を負ったり、当社グ

ループの事業やイメージが悪影響を受けたりする可能性があります。また、顧客情報以外の営業秘密（当社グループの技術

情報等）が第三者等の行為により不正に、または過失により流出する危険性もあり、その結果、当社の事業、業績および財政

状態が悪影響を受ける可能性があります。
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その他の法的規制等による不利益および法的責任

　当社グループは、日本および諸外国・地域の規制に従って事業を行っています。法規制には、商取引、独占禁止、知的財産権、

製造物責任、環境保護、消費者保護、金融取引、内部統制、および事業者への課税に関する法規制に加え、事業および投資を行

うために必要とされる政府の許認可、電気通信事業および電気製品の安全性に関する法規制、国の安全保障に関する法規制、

および輸出入に関する法規制等があります。より厳格な法規制が導入されたり、当局の法令解釈が従来よりも厳しくなった

りすることにより、技術的観点や経済的観点などから当社グループがこれらの法規制に従うことが困難となり、事業の継続

が困難と判断される場合には、当社グループの事業は制限を受けることになります。また、これらの法規制等を順守するため

に当社グループの費用が増加する可能性があります。さらに、当社グループがこれらの法規制等に違反したものと当局が発

見または判断した場合には、当社グループが、課徴金等の行政処分、刑事処分または損害賠償訴訟の対象となり、また当社グ

ループの社会的評価が悪影響を受ける可能性があります。

 

(5）災害等に関するリスク

　当社グループは、製造、販売、研究開発等の活動をグローバルに展開しており、世界中に拠点を有しています。地震、津波、火

災、洪水等の災害（気候変動によって発生するものも含む）や戦争、テロ行為、コンピューターウイルスによる攻撃等が起

こった場合やそれにより情報システムおよび通信ネットワークの停止または誤動作などが発生した場合に、当社グループの

拠点の設備等が大きな損害を被り、その一部の操業が中断し、生産・出荷が遅延する可能性および損害を被った設備等の修

復費用が発生する可能性があります。また、強力な新型インフルエンザなどの感染症が世界的に流行した場合には、当社グ

ループの生産活動および販売活動等に大きな支障をきたす可能性があります。加えて、これらの災害等が、部品等の供給業者

や製品納入先等といった当社グループのサプライチェーンにおいて発生した場合には、供給業者からの部品等の供給不足・

中断、製品納入先における生産活動の休止または低下等により当社グループの生産活動・販売活動等が大きな悪影響を受け

る可能性があります。また、福島第一原子力発電所の事故やその他の原子力発電所の稼働停止等に起因する電力供給不足に

伴い、電力の使用制限や計画停電が発動された場合、当社グループの国内の一部の生産拠点において操業度が低下または生

産が停止する可能性があり、さらに、電力料金の上昇により、電力調達コストが増加する可能性があります。これらにより当

社グループの生産活動等が大きな悪影響を受ける可能性があります。

 

(6）その他のリスク

年金債務

　当社および一部の子会社は、一定の受給資格を満たす日本国内の従業員について外部積立による退職年金制度を設けてい

ます。今後、金利の低下により退職給付債務に関する割引率を引き下げる必要が生じる可能性や、株価の下落により年金資産

の目減りをもたらす可能性があり、その結果、年金数理上の損失が増加し、将来、年金制度の期間退職給付費用が増加する可

能性があります。

 

長期性資産の減損

　当社グループは、有形固定資産、のれんなど多くの長期性資産を保有しています。当社グループは、長期性資産の連結貸借対

照表計上額について、当該資産の公正価値が、資産の帳簿価額を上回っているかどうかを定期的に検討しています。当該資産

が十分なキャッシュ・フローを生み出さない場合は減損を認識しなければならない可能性があります。

 

繰延税金資産および法人税等の不確実性の認識

　当社グループは、将来の課税所得の予測等に基づく繰延税金資産および不確実な税務ポジションの評価に基づく認識済の

税務ベネフィットの一部または全部が実現しない可能性がより確からしいかを検討し、繰延税金資産の回収可能性および法

人税等の不確実性を評価しています。今後、経営状況の悪化や税務調査の結果等により、一時差異および繰越欠損金が将来減

算される期間における課税所得により回収できない、あるいは認識済の税務ベネフィットが実現されないと判断された場合

には、繰延税金資産に対し評価引当金を認識することおよび未認識税務ベネフィットに対する債務を認識することにより、

法人税等が増加する可能性があります。
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持分法適用関連会社の業績・財政状態

　当社は、複数の持分法適用関連会社の株式を保有しています。各関連会社は各々の事業および財務に関する方針のもとで経

営を行っており、当社はその方針に一定の影響を及ぼすことはできますが、通常、方針そのものの決定は行いません。当社の

関連会社には、損失を計上している会社もあり、こうした関連会社の業績・財政状態により当社グループの業績および財政

状態が悪影響を受ける可能性があります。

 

［対処すべき課題］

　平成25年度の世界経済は、欧州の低迷や一部新興国の伸び悩みなどが見込まれる一方、日本でいわゆる「アベノミクス効

果」や消費税増税前の駆け込み需要が予測されること、米国経済が概ね堅調に推移すると想定されることなどから、全体と

しては緩やかな成長が見込まれます。

　こうしたなか、当社は、平成25年度から平成27年度までの３カ年の中期経営計画「Cross-Value Innovation 2015（略称

CV2015）」をスタートいたしました。CV2015では、一刻も早く赤字事業を無くすとともに、しっかりと将来を見据えて当社が

力強く進んでいける道筋をつける、この２点に、不退転の決意で取り組んでまいります。

　平成25年４月には、個々の事業の強さを取り戻すため、９つあったドメインを発展的に解消し、その傘下にあった88のビジ

ネスユニットを括り直して49の事業部とし、これを「経営の基軸」と位置づけました。事業部は、グローバルな開発・製造・

販売の責任を負うとともに、事業経営を通じて資金・利益を継続的に増やす責任を負います。あわせて、新たに設置した４つ

のカンパニー「アプライアンス社」「エコソリューションズ社」「ＡＶＣネットワークス社」「オートモーティブ＆イン

ダストリアルシステムズ社」で、事業部単独では難しい、大きな事業展開や新規事業の創出、基幹デバイスの強化などに取り

組み、事業部の進化を支えてまいります。

　この事業部制を核とした新たなグループ基本構造のもと、CV2015の重点施策として、以下の取り組みを進めてまいります。

①　赤字事業の止血：

テレビ、半導体、携帯電話、回路基板、光事業（ドライブ・ピックアップ）等の各事業について、抜本的な事業構造の転

換等を図り、平成27年度に赤字事業ゼロを目指してまいります。

②　脱・自前主義による成長・効率化：

当社の強みを最大限に活かせる外部パートナーと手を組むことで、自前では難しい非連続な事業成長や業務効率の最

大化を図ってまいります。その具体事案として、パナソニックヘルスケア㈱への外部資本導入や、パナソニックロジス

ティクス㈱株式の日本通運㈱への一部譲渡を推進しております。

③　財務体質改善：

事業で利益を生み出すことを基本にしながら、設備投資の絞込みに加え、全社プロジェクトで在庫削減を始めとする

運転資金圧縮や資産売却などに徹底して取り組み、フリーキャッシュフローを創出してまいります。

④　お客様からの逆算による成長戦略：

お客様が生活する住宅、非住宅、モビリティ、パーソナルの４つの空間で、お客様一人ひとりにとってのより良いくら

し、より良い世界～「A Better Life A Better World」を追求していきます。そのために、各空間に対応した４戦略領

域「住空間ネットワーク」「エコ＆スマートビジネスソリューション」「モビリティシステム＋サービス」「コネ

クテッド・パーソナル」を強化します。単品売り切りの事業モデルやデジタルコンシューマー商品への依存から脱

し、様々な法人等のパートナーとともに実現する「空間ソリューション」へのシフト、お客様とつながり続ける事業

へのシフトを加速してまいります。

　これら重点施策を進める上でカギを握るのは、既存の組織・地域や企業の枠組みを超え、異なる強みを掛け合わせる

Cross-Value Innovationです。これによって、事業部制を補完してまいります。中期経営計画の初年度にあたる平成25年度

は、事業部による自主責任経営とカンパニーの大きな事業戦略、そしてCross-Value Innovationによって力強く復活してま

いります。
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第３【参照書類を縦覧に供している場所】
 

パナソニック株式会社　本店

（大阪府門真市大字門真1006番地）

パナソニック株式会社　渉外本部

（東京都港区東新橋一丁目５番１号（パナソニック東京汐留ビル））

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社大阪証券取引所

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

 

第三部【保証会社等の情報】
 

　該当事項はありません。
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